
附帯税　～ペナルティとして課される税金～
「ちゃんと期限内に申告して支払ってくださいね」
「嘘をついて経費を水増ししてはいけませんよ」
これらは税金について当然言われていることではありますが、もし、
期限内に申告しない
期限内に支払わない
虚偽の申告をする
などがあった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
　本稿では、無申告、未納、遅延、虚偽申告などに対するペナルティとして課される税金“附帯税” についてまとめています。

附帯税の種類

１．延滞税
　延滞税とは、納期限までに納付されなかった税金に対して課される税金で、遅延利息に相当するものです。納税義務者が期限内に本税
を支払わない場合、その未納期間に応じて延滞税が加算されます。
　延滞税は、以下の方式で計算されます。
①　納期限の翌日から 2 か月間：年 7.3％または延滞税特例基準割合＋ 1％（いずれか低い方）
②　納期限の翌日から 2 か月経過後：年 14.6％または延滞税特例基準割合＋ 7.3％（いずれか低い方）
※特例基準割合は毎年変動し、財務省が発表
　参考までに令和７年１月１日～令和７年 12 月 31 日の割合は、① 2.4%、② 8.7% となります。
２．加算税
　加算税は、納税者が申告義務を怠った場合や過少申告を行った場合に、本税とは別に課される税金です。

◦無申告加算税：期限内に申告しなかった場合に課される。
◦自主的に申告した場合：5％
◦税務署の指摘による場合：50 万円以下は 10％、50 万円を超え 300 万円までの部分は 15％、300 万円を超える部分は 25%

◦過少申告加算税：申告額が実際よりも少なかった場合に課される。
◦ 10％（過少額が 50 万円を超える部分は 15％）

◦不納付加算税：源泉徴収税を期限内に納付しなかった場合に課される。
◦原則として 10％（自主的に期限後納付した場合は 5％）

◦重加算税：意図的な虚偽申告や隠蔽行為があった場合に課される。
◦無申告の場合：40％（無申告加算税に代えて）
◦過少申告・不納付の場合：35％（過少申告加算税・不納付加算税に代えて）

※ともに一部例外有
３．利子税
　利子税は、延納や分割納付を選択した場合に、その期間に対して課される税金です。
　年により変動しますが、令和 4 年以後は 0.9% となっています。
４．過怠税
　過怠税は、印紙税を課税文書作成時までに正しく納付しなかった場合に課される税金です。
  印紙税は、課税文書を作成するときに、その文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって納付しま
す。もし、税務調査の際に、収入印紙を貼るべき課税文書に印紙を貼っていないことがわかると、その納付しなかった印紙税の額に加えて、
その 2 倍に相当する金額（つまり、本来納付すべきだった印紙税額の 3 倍）が過怠税として徴収されます。

附帯税の役割
　附帯税の役割としては以下が挙げられます。

◦納税の公平性確保：正しく申告・納税している人とそうでない人の間に公平性を持たせる。
◦徴税の促進：納期限を守る動機付けとして機能し、税収の安定化に寄与する。
◦財政の健全性維持：本税の未納や遅延による財政悪化を軽減する。

重加算税の事例
①売上の除外による過少申告

　ある企業が売上の一部を意図的に計上せず、申告額を実際よりも少なくしていた。税務調査で隠された売上が発覚し、重加算税（35％）
が課された。

②架空経費の計上
　ある企業が実際には支出していない経費（架空仕入れや架空人件費）を計上し、法人税額を不当に減少させた。税務署の指摘により
虚偽申告と認定され、重加算税（35％）が課された。

③二重帳簿の作成
　会社が税務署の目を欺くために、表向きの帳簿と実際の収支を記録した裏帳簿を用意していた。税務調査で発覚し虚偽記載が認定され、
重加算税（35％）が課された。

④無申告による重加算税
　個人事業主が事業所得を全く申告せず、税務調査で意図的な隠蔽と認定された。税務署に指摘された結果、本来の税額に加えて、重
加算税（40％）が課された。

　附帯税の負担が大きくなるケースとしては、何年も多額の虚偽申告もしくは無申告を続けた結果、重加算税が適用されるパターンです。
重加算税に加えて延滞税も別にかかってきますので、会社の経営や個人の生活にまで深刻な影響を及ぼすことになります。
　他には、明らかに個人的な支出を法人の経費としていたことが発覚すると、その経費とされていた部分が役員賞与とみなされ、法人税・
消費税の追徴課税に加えて、個人の所得税・住民税も遡って課税されることになります。これも法人・個人どちらにとっても非常に厳し
いペナルティです。

最後に
　税制度を維持するには公平性が不可欠ですから、こうしたペナルティとして課される税金が存在するのはある意味当然と言えます。虚
偽申告や無申告を繰り返した結果、多額の附帯税を課され、会社の経営が立ち行かなくなる、個人の生活が成り立たなくなる、といった
事例を今まで多く見て来ました。そして、当事者の皆様は本当に後悔されていました。正しく適切な納税を行うことで、会社、個人、そ
れらに関わる取引先、ご家族などの関係者を守ることに繋がるのだと再度ご認識いただければ幸いです。

東京地方税理士会　藤沢支部
吉川　学税金よもやま話 第

140
回

5

藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！

医療百話医療百話

　泌尿器科領域では、医療技術の進歩により、手術をはじめと
する治療法の幅が広がっています。これにより、患者さんの症状
や状態に応じた複数の選択肢をご案内できるようになりまし
た。当院でも、いくつかの新しい方法を取り入れ、治療の一助と
しています。以下にその一部をご紹介します。

●尿管結石症の治療→経皮的・尿道的腎尿管結石破砕術 
（ECIRS）
　尿管結石症における内視鏡治療は、尿道から行う方法と、背
中から行う方法があります。当院では、双方のアプローチを組み
合わせた経皮的・尿道的腎尿管結石破砕術（ECIRS）という新し
い治療法を2023年より開始しました。従来手術では治療が難
しい巨大な結石や、何度も手術が必要となる多発結石におい
て、より少ない治療回数で結石を除去できる治療です。

●前立腺肥大症の治療→経尿道的前立腺水蒸気治療 (WAVE)
　前立腺肥大症は、男性の排尿障害の主な原因です。当院では
レーザーによる前立腺核出術（HoLEP）を2009年から行ってお
り、2022年には前立腺吊り上げ術（UroLift）、2023年には前
立腺水蒸気治療（WAVE）を導入しました。
　WAVEは、尿道から内視鏡を入れて高温の水蒸気を前立腺に
注入することで、肥大症による閉塞を緩和する治療法です。入院期
間が1～2泊と短く、従来手術と比べて術後の尿失禁や性機能障
害などのリスクが低いため、患者さんの負担が少ない治療です。

 

●前立腺がんの検査→MRI融合前立腺針生検
　従来の生検方法では、がんが疑われる部位によっては、病変
の採取が難しいことがありました。新しい生検方法では、MRI画
像との連携により、生検中に標的部位のナビゲーションが可能
となりました。診断精度の向上だけでなく、正確に局在を捉える
ことで、患者さんにとって過不足のない治療提供に繋がるもの
と期待しています。
 

　これらの治療法は、すべての患者さんに当てはまるものでは
ありません。症状や全身状態、ご希望などを考慮したうえで、医
師と相談しながら方針を決定していきます。
　泌尿器科に関するお悩みや不安がありましたら、どうぞお気
軽にご相談ください。

湘南藤沢徳洲会病院
泌尿器科　医長　
吉岡　弘貴

進化する泌尿器科治療
～新しい技術で広がる選択肢～

本部通常総会・記念講演会のお知らせ第13回

日時：６月 11 日（水）午後１時 0０分受付、午後 1時 3０分開会
場所：湘南鎌倉クリスタルホテル
次第：〈記念講演会〉 午後 1時 3０分～午後３時 1５分　
　　　〈総会〉 午後 3 時 3０分～午後 4時５０分　
　　　〈懇談会〉 午後５時３０分～午後７時００分
講師：手嶋龍一氏〈外交ジャーナリスト〉
演題：トランプ政権の船出と東アジア政局の行方
　　　～インテリジェンスを武器に読み解く～（仮）
会費：４,０００円（懇談会会費）　※講演会、総会は無料 手嶋龍一氏
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